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監  査  結  果  公  表  

 

地方自治法第１９９条第１項，第２項及び第４項の規定による子ども部の

監査を行ったので，次のとおり公表します。  
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第１ 監査の概要 

 

１ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定による定期監査並びに同条第２

項の規定による行政監査 

 

２ 監査の対象機関 

子ども部 

(1) 子育て支援課 

(2) 子ども保育課 ※保育園及び子ども支援センターすてっぷ２１を含む。 

(3) 子ども福祉課（子ども相談センター） 

(4) 母子保健課 

 

３ 監査の範囲 

令和６年度（令和７年１月末現在）における子ども部の財務事務及び事務事業

（一部，過年度分を含む。） 

 

４ 監査の着眼点 

予算の執行状況，事務事業の執行状況，補助金交付事務の状況，契約事務の状

況，財産の管理状況について，合規性及び効率性を主眼に，過去の監査結果等を勘

案し，想定されるリスクに応じた着眼点をもとに監査を実施した。 

 

５ 監査の実施内容 

重要リスクに対する内部統制の整備状況及び運用状況等を監査し，その有効性

を評価するとともに，当該事務が関係法令及び規程等に準拠し適正で効率的かつ

効果的に行われているかを，証ひょう書類等を突合するなどの監査手続を通じて

検証を行った。 

 

６ 監査の期間 

令和７年１月１６日から同年５月３０日まで 

 

 

第２ 監査の結果 

監査対象機関の財務事務及び事務事業の執行状況は，関係法令等及び予算目的

にのっとって執行されており，おおむね適切であると認められた。 

なお，監査対象機関ごとの所見（要望事項）は，次のとおりである。 
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所見 

対象機関 区 分 内          容 

子ども保育

課 

要望事項 １ 送迎保育ステーションの運用について 

送迎保育ステーションは，０歳児から２歳児を対象とした小規模保育

事業所における保育期間が終了した後に，引き続き保育の必要性が継続

している児童等が，自宅から遠距離にある幼稚園等の利用を可能とする

事業であり，令和６年度から開始されている。 

現状は，市内２か所に送迎保育ステーションを整備し，３か所の幼稚

園と連携し運用しているが，各送迎保育ステーションの定員数には余裕

があり，有効的に活用されているとは言い難い。 

このため，利用拡大に向けた対策と効率的な運営方法を構築されるよ

う検討されたい。 

 


